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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人繊維評価

技術協議会（JTETC）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。 

これによって，JIS L 1030-2:2006 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS L 1030 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS L 1030-1 第 1 部：繊維鑑別 

JIS L 1030-2 第 2 部：繊維混用率 
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日本工業規格          JIS 
 L 1030-2：2012 
 

繊維製品の混用率試験方法－第 2 部：繊維混用率 
Testing methods for quantitative analysis of fibre mixtures of textiles－ 

Part 2: Testing methods for quantitative analysis of fibre mixtures 
 

序文 

この規格は，2006 年に第 1 版として発行された ISO 1833-1，ISO 1833-2，ISO 1833-3，ISO 1833-4，ISO 

1833-5，ISO 1833-7，ISO 1833-8，ISO 1833-9，ISO 1833-10，ISO 1833-11，ISO 1833-12，ISO 1833-13，ISO 

1833-14，ISO 1833-15，ISO 1833-16，ISO 1833-17，ISO 1833-18，ISO 1833-19 及び ISO 1833-21，2007 年

に第 1 版として発行された ISO 1833-6 及び ISO 17751，2009 年に第 1 版として発行された ISO 1833-20 並

びに 2010 年に第 1 版として発行された ISO 1833-24 を基とし，技術的内容を変更して作成した日本工業規

格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，繊維製品中に混用されている繊維の混用率を求める試験方法として，解じょ法，溶解法及

び顕微鏡法の 3 種類の試験方法について規定する。この規格はこれらの試験方法を適用する前に繊維製品

中に混用されている繊維の全てを鑑別する必要がある。繊維鑑別は，JIS L 1030-1 に規定している。 

解じょ法が適用できる繊維製品については，通常，解じょ法を用いる。解じょ法が適用できない繊維製

品には溶解法を用いる。解じょ法及び溶解法のいずれの試験方法も適用できない繊維製品には，顕微鏡法

を用いる。 

警告 この規格は，事前に適切な注意が払われない場合，健康を害するおそれのある物質 1) 及び／又

は方法を規定しており，技術的に適切・妥当であることだけに言及するものである。この規格

を使用する者は，いかなる場合でも，健康及び安全に関する法的な義務を免れない。この規格

は，薬品の取り扱いの資格及び／又は知識・経験のある者が操作することを想定している。 

注 1) 健康を害するおそれのある物質については，化学物質などの安全データシート（SDS）

に詳しい情報が記載されている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 1833-1:2006，Textiles－Quantitative chemical analysis－Part 1: General principles of testing 

ISO 1833-2:2006，Textiles－Quantitative chemical analysis－Part 2: Ternary fibre mixtures 

ISO 1833-3:2006，Textiles－Quantitative chemical analysis－Part 3: Mixtures of acetate and certain 

other fibres (method using acetone) 

ISO 1833-4:2006，Textiles－Quantitative chemical analysis－Part 4: Mixtures of certain protein and 

certain other fibres (method using hypochlorite) 


